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自転車用ヘルメットの購入を補助します

交 通 事 故 撲 滅 へ
～自分の命は自分で守る～

夏の交通事故防止運動を
実施します

自 動 車

自 転 車

　鶴ヶ島市内では、令和4年10月12日から令和5年5月16日までのわずかな期間で、交通事故を原因とする3人の尊い命
が失われています。
　交通事故は、加害者や被害者のみならず周囲の家族なども悲しませることになります。事故に遭わない・起こさない
ための取組を今日から始めましょう。

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　夏休み中の子どもの交通事故や、夏の解放感から
起こる交通事故を防止するため、夏の交通事故防止
運動を実施します。交通ルールを守り、正しい交通
マナーの実践を習慣付けましょう。
　県内では、高齢者の死亡事故が多発しています。
今年4月末時点の交通事故死者 28人のうち、高齢
者は19人で、全体の約68％を占めている状況です。
歩行中および自転車乗用中の事故が非常に多いた
め、道路を横断するときは必ず横断歩道を渡り、自
転車に乗るときはルールを守って交通事故防止に努
めましょう。危険から自分の身を守るため、ヘルメッ
トを着用するなど安全確保に努めましょう。
実施期間
7月15日(土)～24日(月)までの10日間
県運動重点
①自転車乗車時のヘルメット着用促進と交通事故防止
②子どもと高齢者の交通事故防止
③飲酒運転の根絶
市運動重点
子どもと高齢者の安全通行の確保

【街頭指導】
日時　7月18日(火)10時～
場所　カインズ鶴ヶ島店

〇青信号でも左・右の確認を行う

〇外出時に反射材や明るい服装を身に着ける

〇信号のない横断歩道では、
　渡る意思表示を！（ハンドサイン）

〇早めのライトオン

〇夜間はハイビームを活用した運転

〇横断歩道に歩行者がいる場合は、
　一時停止を！

〇車道が原則、左側を走行

〇歩道は例外、歩行者を優先

〇交差点での一時停止

〇夜間のライト点灯

〇ヘルメットの着用

〇飲酒運転の禁止

自転車事故で死亡した人の約6割が頭部に致命傷を負っ
ています。万が一の事故に備えて頭部を守ることが重
要です。
対　　象　市内在住の65歳以上または小学生以下、1人
につき1個かつ1回
補助内容　SG、JFCなどの安全基準マーク付きのヘル
メットを市内登録店の店頭で7月1日以降購入した場合、

2000円の補助が受けられます。　　　　　　　　
※2000円以上の新品に限る
申請方法　市内登録店で購入後7月20日から、専用の入
力フォーム、または生活環境課へ直接もしくは郵送。申
請書は、市ホームページおよび市役所、各市民センター、
若葉駅前出張所で配布しています。申請
にあたっては、購入日、店名、金額、商
品名が記載された領収書および保証書な
どの添付が必要となります。詳細はチラ
シ、市ホームページをご覧ください。

自転車も車両です！

歩 行 者

詳細はこちら

ヘルメットの着用が
努力義務化されています
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ZZeroeroCCarbonarbonの取組の取組
～TEAM つるがしま～

水切りでごみの減量にご協力を！水切りでごみの減量にご協力を！

不要になった携帯電話を回収しています不要になった携帯電話を回収しています

テレビなどの処分方法についてテレビなどの処分方法について

問合先　生活環境課環境推進担当

　埼玉西部クリーンセンターで燃やすごみの約50％が水分です。「生ごみ」の水分を減らすことで、「生ご
み」の臭い防止とごみの減量・CO2削減に役立ちます。少しずつでも一人ひとりが取り組むことで、ゼロカー
ボンにつながります。皆さんのご協力をお願いします。

簡単にできる水切り参考例
　 野菜などは、いらない皮などをむいてから洗い、濡らさな

いようにしましょう。 
　 三角コーナー（水切りネットなど）には、水気のあるものだ

けを入れ、水気のないものはほかのごみ袋に直接入れるな
ど、余分な水分を吸わせないようにしましょう。

　 ごみを出す前に、三角コーナーや水切りネットなどの生ご
みを、手やペットボトルの底の部分などで押しつぶしたり、
振ったりして水切りを十分に行いましょう。

　 日に干すなどして乾燥させると、より良いでしょう。

　特定家庭用機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機)については、ごみ集積所には出
すことはできませんので、次の①～③のいずれかの方
法で処分してください。
① 買ったお店または、買換えるお店へ相談し、

処分する。
②自分で指定引取場所へ持ち込む。
・ 郵便局で ｢家電リサイクル券｣ を購入する（廃棄物1

台につき ｢家電リサイクル券｣ は1枚）。
・ 指定引取場所（※1）に連絡し、搬入受付日時を確認

し搬入する。
③ 業者へ引き取りに来てもらう（別途収集運搬

料金を支払う）。
・②と同様に家電リサイクル券を購入する。 
・特定家庭用機器取扱業者（※2）へ依頼する。
◆リサイクル料金
リサイクル料金は、メーカーや機種によって異なり、
(財)家電製品協会家電リサイクル券セ
ンターに電話（☎0120・319640)、また
はホームページで確認できます。なお、
郵便局にある備え付けの冊子「リサイク
ル料金一覧表」でも確認できます。

　小型家電リサイクルをさらに発展・促進するため、不要になった携帯電話(スマートフォンも可)
を回収する「アフターメダルプロジェクト」を実施しています。不要になった携帯電話は、個人情
報を消去し、電源を切ったうえで、市役所1階ロビーに設置している回収ボックスに入れてください。
　なお、回収された携帯電話は、市が保管し、小型家電リサイクル法認定事業者に引き渡します。

家電リサイクル
券センター

ごみの水分が減れば、嫌な臭いが少なくなります！

ごみが軽くなるので、
収集車の燃費が良くなり、CO２が削減されます！

ごみを燃やすエネルギーが減り、
CO２が削減されます！

※1　指定引取場所(鶴ヶ島市から最寄り)(50音順)
業者名 住所 電話番号

東上通運(株)川越リサイクルセンター 川越市松郷886-9 ☎272・7750
日本通運(株)川越事業所 川越市南大塚6-37-3 ☎249・0201

※2　特定家庭用機器取扱業者(50音順)
業者名 住所 電話番号

加藤商事(株) 川越市上寺山4-1 ☎222・5957
クリーンシステム(株) 鶴ヶ島市高倉1217-5 ☎287・2203
(株)クリーンネス藤原 日高市田波目581-3 ☎042・978・9151
(有)興伸 川越市安比奈新田263-3 ☎232・0694
(株)坂戸公衛社 坂戸市中富町1-12 ☎281・0435
笹沼商事(株) 坂戸市花影町7-7 ☎281・4420
(株)シマザキ 川越市府川91 ☎222・4474
(有)城西紙業 毛呂山町下川原886-1 ☎295・2046 
(有)正和清掃社 坂戸市八幡1-3-42 ☎281・1678
太盛運輸(有) 川越市岸町3-19-5 ☎242・1168
(株)ふかみ 坂戸市中里43-3 ☎289・1000
毛呂山清掃(株) 毛呂山町大類522-1 ☎294・0459
(有)安川商事 毛呂山町前久保378 ☎294・4411
山本商店 毛呂山町中央3-37-23 ☎295・0435




